
 

山梨県市町村地域生活支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 地域生活支援事業等を実施する市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。以下同

じ。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関

しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年６月２０日山梨県規則第２５号）に定める

もののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、平成１８年８月１日障発第０８０１００２号厚生労働省社会・ 

 援護局障害保健福祉部長通知の別紙１「地域生活支援事業実施要綱」及び別紙２「地域生

活支援促進事業実施要綱」に基づき市町村が行う事業並びに社会福祉法人、公益法人（公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条第

３号に規定する法人をいう。）、特定非営利活動法人等の団体が行う事業に対して市町村

が補助する事業とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補 

助金交付要綱（平成２１年８月２５日厚生労働省発障０８２５第１号厚生労働事務次官 

通知の別紙)の規定により､国が地域生活支援事業費等補助金として交付決定した補助金の 

額（見込額を含む）の１／２の額（１，０００円未満の端数切り捨て）を限度として知 

事が認める額とする。 

 

（補助金の交付条件） 

第４条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 （１）事業の内容の変更（補助目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更で 

   あって、補助金の額の増額を伴わないものを除く。）をする場合には、知事の承認 

   を受けなければならない。 

 （２）事業を中止し又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

 （３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合に 

   は、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 （４）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取 

   得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、知 

   事が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付 

   の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供し、又は廃止して 

   はならない。 

 （５）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入 

   の全部又は一部を県に納付させることがある。 

  （６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても 

   善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ 



   ならない。 

 （７）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び 

   地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、別紙様式１により速やかに 

   知事に報告しなければならない。 

    なお、知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除 

   税額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 （８）補助金の交付を受けた市町村は、当該事業の収支に関する事項を明らかにした書 

   類及び帳簿を整備し、これを事業完了後５年間（事業の完了の日（事業の中止又は 

   廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間。 

   以下同じ。）保管しておかなければならない。 

 （９）市町村は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、次の条件を付さな 

   ければならない。 

   ア （１）から（７）までに掲げる条件 

     この場合において、（１）、（２）、（３）、（５）及び（７）の規定中「知 

    事」とあるのは「市町村長（一部事務組合の管理者及び広域連合の長を含む。以 

下同じ。）」と、「県」とあるのは「市町村」と、「別紙様式１」とあるのは 

「別紙様式１に準じた様式」と、（４）中「５０万円」とあるのは「３０万円」 

と、「知事の承認」とあるのは「市町村長の承認」と読み替えるものとする。 

   イ 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支 

    出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を間接補助事業等完了 

    後５年間保管しておかなければならない。 

 （10）（９）により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示をする場合には、あ 

らかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。 

 （11）間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合に 

   は、その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする市町村長は、交付申請書（第１号様式）に関 

係書類を添えて、別途定める日までに知事に提出するものとする。 

 

（補助金の変更申請） 

第６条 この補助金の交付決定後の事情変更により、申請の内容を変更して追加交付申請 

 等を行う場合には、前条に規定する申請手続きに従い、別途定める日までに行うものと 

 する。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、第５条の規定による申請書の提出を受けたときには、その内容を審査し、 

 適当と認めたときは補助金の交付を決定し、交付決定通知を市町村長に通知するものと 

する。 

 

 



（補助金の交付） 

第８条 この補助金の交付は、精算払とする。 

 

（実績報告） 

第９条 市町村長は、事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた 

日から起算して１か月を経過した日、又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月 

１０日のいずれか早い期日までに、実績報告書（第２号様式）に関係書類を添えて知事 

に提出しなければならない。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成１９年３月２０日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

 ただし、第２条（２）及び次項（（１）から（３）までを除く。）の規定は、平成１８ 

 年１０月１日から適用する。 

（関係要綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

 （１）山梨県市町村障害者社会参加促進支援事業費補助金交付要綱（平成１７年２月１ 

   ５日付け障第２２３３号の別添） 

 （２）山梨県重度身体障害者日常生活用具給付等事務費補助金交付要綱（平成１８年３ 

   月２７日付け障第２４７８号の別添） 

 （３）山梨県重度心身障害児・者日常生活用具給付費補助金交付要綱（平成１８年３月 

   ２７日付け昭代２４８０号の別添） 

 （４）山梨県身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱（平成１８年３月３０日 

   付け障第２４７２号の別添） 

 （５）山梨県身体障害者用自動車改造費助成事業補助金交付要綱（平成１８年３月３０ 

   日付け障第２４６８号の別添） 

 （６）山梨県障害者情報バリアフリー化支援事業補助金交付要綱（平成１８年３月２７ 

   日付け障第２５８８号の別添） 

（関係要綱の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の同項（１）から（３）までに掲げる要綱（以下「４月廃止 

 要綱」という。）に基づき交付決定された補助金については、４月廃止要綱はこの要綱 

 の適用の日後も、同項の規定による廃止前の同項（４）から（６）までに掲げる要綱  

 （以下「１０月廃止要綱」という。）に基づき交付決定された補助金については、１０ 

 月廃止要綱は附則第１項ただし書に規定する適用の日後も、なおその効力を有する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年２月２２日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

 この要綱は、平成２１年２月３日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

 この要綱は、平成２２年２月５日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

 この要綱は、平成２６年３月１０日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 この要綱は、平成３０年３月１６日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。   



別紙様式１ 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

  山梨県知事      殿 

 

                          市町村長      印 

 

 

平成  年度消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書 

 

 

 平成  年  月  日付け  第   号により交付決定があった地域生活支援事業費

補助金について、山梨県市町村地域生活支援事業費補助金交付要綱第４条第７号の規定に基

づき、次のとおり報告します。 

 

 

 

   １ 山梨県補助金等交付規則第１３条に基づく額の確定額又は 

     事業実績報告額 

 

         金           円 

 

 

   ２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地 

     方消費税額に係る仕入控除税額（要県補助金等返還相当額） 

 

         金           円 

 

 

   （注）別添参考となる書類（２の金額の積算の内訳等） 

 

 



第１号様式 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

  山梨県知事      殿 

 

 

                           市町村長      印 

 

 

山梨県市町村地域生活支援事業費補助金交付申請書 

 

 

 このことについて、山梨県補助金等交付規則及び山梨県市町村地域生活支援事業費補助金

交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 

 

 

   １ 申 請 額  金        円 

                                       

 国の地域生活支援事業費等 

補助金の国庫補助所要額(A) 

補助率 

(B) 

県補助額 

(A)×(B)＝(C) 

                         円 

     １ 

     ２                            円 

 

 

   ２ 添付書類 (1)国に提出した当該年度の地域生活支援事業費等補助金及び障害者

総合支援事業費補助金交付申請書の写し 

 

           (2)歳入歳出予算（見込）書抄本 

 



第２号様式 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

  山梨県知事      殿 

 

 

                           市町村長      印 

 

 

山梨県市町村地域生活支援事業費補助金実績報告書 

 

 

 平成  年  月  日付け 第  号により交付決定のあった山梨県市町村地域生活支

援事業費補助金にかかる事業実績について、同補助金交付要綱第９条の規定に基づき事業の

実績を報告します。 

 

 

   １ 補助事業に要した経費  金         円 

 

   ２ 国庫補助額×１／２の額  金         円 

         （県補助額） 

 国庫補助所要額 

(A) 

補助率 

(B) 

県補助額 

(A)×(B)＝(C) 

 

                      円 

     １ 

     ２                       円 

 

   ３ 添付書類 (1)国に提出した当該年度の地域生活支援事業費等補助金及び障害者

総合支援事業費補助金実績報告書の写し 

 

          (2)歳入歳出決算（見込）書抄本 


